
 

会 議 開 催 結 果 概 要 書                

１ 審 議 会 等 の 名 称 岸和田市生涯学習審議会 

２ 開 催 日 時 令和５年７月11日(火)  午後４時00分～６時00分 

３ 開 催 場 所 岸和田市役所 新館 ４階 第２委員会室 

４ 公開・非公開の別 社会教育関係団体運営補助金については公開  

５ 

 

非 公 開 理 由 

(非公開の場合のみ) 

岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案）について 

は、意思決定過程の行政文書に該当するため、岸和田市審議会等の会議 

及び会議録の公開に関する条例第３条第２項規定により非公開 

６ 出 席 者 委員12名、事務局８名 

７ 
傍 聴 人 数 

（公開の場合のみ） 
５名 

８ 議題及び審議概要 

 

１.開会 

２.委嘱状の交付 

３.副市長挨拶 

４.案件 社会教育関係団体運営補助金について 

５.案件 岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案）

 ※ 非公開案件のため、議事録も非公開 

６.その他  

７.閉会 

９ そ の 他 
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生涯学習審議会 会議録                                

内容承認 佐藤会長： 承認        中村副会長： 承認               

会 議 名 令和５年度 第１回生涯学習審議会  

日 時 令和５年７月 11日（火）午後４時～６時 

場 所 岸和田市役所 新館 ４階 第２委員会室 

出席委員 佐藤会長、中村副会長、白井委員、池宮委員、中田委員、草山委員、渡辺委員、杉原

委員、原委員、池田委員、松谷委員、楠本委員 以上 12名 

欠席委員 池内委員 吉田委員 上月委員 以上３名 

事 務 局 牟田生涯学習部長、井出生涯学習課長、加柴主幹、小田主幹、畑部担当長、田中担当

員、橋本担当員、山本会計年度任用職員 以上８名 

傍聴人数 ５名 

次 第 １. 開会 

２. 委嘱状の交付（新委員のみ） 

３. 案件（１）社会教育関係団体運営補助金について 

４. 案件（２）岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案） 

５. 閉会 

資 料 【配付資料】 

別紙１ 令和５年度岸和田市生涯学習審議会委員名簿 

別紙２ 社会教育法（抜粋） 

別紙３ 令和４年度及び５年度補助金使途説明書 

別紙４  令和５年度事業計画書（７団体） 

別紙５ 岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案）にかかる質 

    問・意見書の回答 

    岸和田市生涯学習基本方針（新委員のみ） 

【持参資料】 

 ・岸和田市社会教育関係団体一覧（７団体） 

 ・岸和田市立公民館及び青少年会館再編基本方針 

 ・岸和田市立公民館及び青少年会館再編基本方針【概要版】 

 ・岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案） 

 

※ 今回の案件である岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案）（以下、「再編第１期実施

計画（案）」という）については、意思決定過程の行政文書に該当するため、岸和田市審議会等の会議及

び会議録の公開に関する条例第３条第２項の「必要があると認めるときは、委員全員の同意を得て会議

を非公開とすることができる」規定により非公開とする。 
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●審議事項 

(1) 社会教育関係団体運営補助金について 

  ・別紙２、別紙３、別紙４及び事前配付資料参照 

   社会教育法第 13 条では、「国及び地方公共団体が社会教育関係団体に対し、補助金を交付しようと

する場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等で政令で定めるものの、地方公共

団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場合には、条例で

定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制

の機関）の意見を聴いて行わなければならない」と規定されている。本市においては、社会教育委員

の設置がなく、それに代わる審議機関として生涯学習審議会での審議をいただくことになる。審議会

において、交付の是非について決定はできないが、社会教育関係団体へ補助金を交付するにあたって

は、団体の活動内容や成果を客観的に検証する場が必要で「自主的・自律的に運営できているかどう

か」、「広く社会教育に貢献し還元されているのか」等をポイントにご意見をいただきたい。また、今

後の方向性等への参考にもさせていただきたい。 

   社会教育関係団体運営補助金を交付している７団体について、組織、活動内容及び予算決算内容に

ついて説明。 

   なお、今年度より各団体の収支である決算および予算については、別紙３のとおりの様式に変更し

ている。これは、各団体において決算書、予算書の様式が異なることから、市から交付する補助金が

どのように使われているのかがわかりにくかったため、その使途がわかるような形とした。 

   各団体の令和４年度の決算書から上段が令和４年度の確定分、下段が令和５年度の予算書から予定

を示していることを説明。  

 

●質疑概要 

【会 長】①岸和田市ＰＴＡ協議会の補助金について、何か意見はあるか。 

【委 員】収入に対しての支出の金額が令和４年と令和５年で差が大きいが、不足分はどういう会計処理

を行っているのか。 

【事務局】補助金のみでの運営をしているのではなく自主財源がある。１校あたりの会費、在籍している

児童生徒１人あたりの会費の収入があり、そちらの経費で運営している。 

【委 員】支出に対する金額差を分かりやすくしたほうがいいと思うが。今までこのように収支をつけて

いるのか。 

【事務局】最初に様式変更したことを説明したが、昨年度までは各団体が作成した決算書と予算書をその

まま資料としていたため、様式が様々となっていた。ここで見ていただきたいのは市から交付

された補助金がどのように使われているかということなので、分かりやすいように様式を変更

している。そのような理由で収入が補助金のみとなっており、補助金が何に使われているのか
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というのが支出の箇所になる。そのようにご理解いただきたい。 

【委 員】了解した。 

【委 員】令和４年度の補助金から支出を引いた金額がマイナス 254,966 円。令和５年度は収入から支出

を引いた金額はマイナス 116万円でこの金額差は何か。詳細な説明がなくて分かりづらい。 

【事務局】令和５年度の事業費が 80万円と大きくなっているのは予算組みをするときに市ＰＴＡ大会や研

修会等に大きな金額を使うと判断したからである。但しＰＴＡ協議会でも経費をかけずに運営

していこうという意見もあるので、あくまでも令和５年度の予定の金額を記載している。 

【委 員】最終的に何割かの増減はあると思うが、事業費の金額を見れば４倍以上の金額になっているの

で、詳しい説明があった方が良い。 

【会 長】まず、各団体はそれぞれが予算を組むが、その中で市ＰＴＡ協議会の令和５年度の予算の支出

合計は 140万円で、市からの補助金は例年通り 24万円の交付を予定している。ここで審議する

のは、市の補助金が何に使われていて、何に使われる予定なのかであるという考えでよいか。 

また、令和５年度の支出予定金額の多寡については、各団体が計画していることなので、審議

会で審議する内容ではないという考えでよいか。 

【事務局】その通りである。 

【委 員】では、ここに書いている内容の説明を聞いて、そのまま進行するということか。 

【事務局】市ＰＴＡ協議会の令和５年度の 140 万円の支出予定については、あくまで、令和５年度に他の

歳入があることをふまえて予算が組まれている。令和４年度の金額は説明しているように決算

額になるため実際に事業に使った金額になり、令和５年度はあくまで予算ということで印刷費

が 50万円、事業費は 80万円と計上されている。 

【会 長】昨年の審議会の意見にあったように、市の補助金が何に使われているのかというのは、個別事

例の費目に対して使われているのを見るのではなく、現状は団体に対しての運営補助であると

説明されている。令和５年度については団体に対して 24万円を支出するという考え方は変わら

ないのか。 

【事務局】市全体で補助金の適正化が進められており、令和６年度から実施されるが、今回示している令

和４年度、令和５年度については、適正化の実施前ということになり団体運営補助という形で

補助金を交付している。補助金が明確にどの事業費に使われているかはっきりしない部分もあ

るが、別紙３に載せている費用については、補助金で使用しても問題ない経費を記載しており、

その内容が大きくなっているところもあるが、各団体の事情があるのでご理解いただきたい。 

【委 員】去年までは団体ごとで全体の決算書と予算書があったので分かりやすかった。市の補助金は 24

万円で、支出の金額が５倍６倍となっている。その説明がなければ審議をすることは難しい。

マイナス 116 万円は団体の会計の中で補填をして、補助金の増額要求はないなどと説明をして

もらいたい。 

【事務局】全体の金額があってその中の内訳で説明ができれば分かりやすいと思うが、会長から説明があ
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ったように、市からＰＴＡ協議会への補助金は令和４年度、令和５年度は 24万円で、それ以前

も 24万円の定額で交付している。市全体では補助金の適正化ということで事業費補助に向けて

関係団体と調整を行っているところだが、市としては 24万円の使われ方について、補助金使途

説明書という形に統一し、抜粋している。委員が言われたとおり全体は見えない状態になって

いる。 

【委 員】乱暴に抜粋し、私たちが審議する基準がなく分かりづらい。去年も今年も 24 万円の補助金で、

これ以上増えることがないとか、事業を計画する中で来年度の支出が 100万円ほど多くなるが、

団体の会計で補填するという説明がないと、読み上げて終わってしまう感じがする。 

【事務局】来年度に向けて検討したい。 

【委 員】各団体には補助金以外に会費や寄付金を集めたりして様々な歳入があり、それを踏まえて歳出

を組んでいると思うが、補助金使途説明書では、補助対象経費のみを記載しているということ

か。弁当代などは全体の決算書と予算書には含まれるけれど、補助対象経費にはならないので

記載されず、補助対象経費だけがここに記載しているということでよいか。 

 意見であるように令和４年度は市ＰＴＡだよりが２回の発行で、令和５年度は何回発行するの

かと思ったら２回で予算が 50万円に上がっているのは、物価高騰しているからか、カラー印刷

にするからかはわからないが団体の考えがあって予算額の見積りを行った結果だと思う。その

うえで市ＰＴＡだよりについては補助対象経費に含まれるので、補助金使途説明書の令和５年

度の支出の部に記載していることでよいか。 

【事務局】言われたとおりで、支出の部の下に書いているが、補助対象費目ということで補助金の対象と

なるものを記載している。 

【会 長】②岸和田市青少年指導員協議会について、何か意見はあるか。 

     まず確認したいが、運営費 24 万円と広報紙 40 万円という金額は、予算の時に団体によって決

まっていることでよいか。 

【事務局】はい。 

【会 長】今年も予算組みのときに決まっているということか。 

【事務局】はい。 

【会 長】③岸和田市こども会育成連絡協議会について、何か意見はあるか。 

【委 員】補助金が 32 万２千円から 34 万円に変わった報告だけではなく、内訳として広報紙発行経費が

８万２千円から 10万円になった理由など説明がある方が分かりやすいと思う。 

【事務局】令和４年度の市こ連の補助金 32 万２千円は、運営費 24 万円、広報紙８万２千円だが、広報紙

は予算 10 万円のところ８万２千円で賄えた。また、令和５年度予算は運営費 24 万円、広報紙

10 万円で予算組みしているが、市こ連は 60 周年を迎えるため広報紙の発行回数が例年より多

くなり、10万円の申請となっている。 

【会 長】つまり令和４年度の予算は広報紙 10万円で確保していたが、８万２千円しか支出しなかったの

で補助金は８万２千円しか下りなくて、今年は、前年度と同じように 10万円を計上していると
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いう考えでよいか。 

【事務局】令和４年度は決算の金額を記載し、令和５年度はこれからの事業になるための予算という形で

記載している。 

【会 長】④日本ボーイスカウト岸和田育成会の補助金について、何か質問はあるか。 

【委 員】ボーイスカウトは第４団と第５団と２つあるが、ガールスカウトは１つか。 

【事務局】はい。 

【会 長】⑤ガールスカウト大阪府第 78団の補助金について、何か質問はあるか。 

【委 員】意見なし。 

【会 長】⑥岸和田市障害者学級しゃぼんだまの補助金について、何か質問はあるか。 

【委 員】私は勘違いしていたようである。青少年指導員をしており、年間にいくらかの報償金をいただ

いているが、その報償金の一部を会費として本部運営費に納めているので、納めた金額で事業

費を補填していることでよいか。 

【会 長】私もそのように理解していたが、間違いはないか。 

【事務局】おっしゃる通り、青少年指導員は一部会費を青少年指導員協議会に運営費として納めており、

補助対象にならない経費や補助対象になるが足らない金額に使用して運営している。 

【会 長】⑦岸和田障害児のためのサマースクール実行委員会の補助金について、何か質問はあるか。 

【委 員】意見なし。 

【会 長】確認したいのだが、令和４年度の収入の部は、決算に対して 71,410円の支出があり、令和５年

度が 67,000円になっているのはなぜか。今までの団体は市が予算として組んでいる分を記入し

ているが、予算として計上されている金額が変更されている理由を教えてもらいたい。 

【事務局】岸和田障害児のためのサマースクール実行委員会は、コロナ禍前までは夏休み中に１週間程度

のプール遊びと終了後に夕涼み会も行っていた。補助金の予算額は元々24万円だが、コロナ禍

の影響で令和２年度、３年度と活動ができない状況で、令和４年度に再開できたがプール遊び

は行わず、１日限りで子どもが参加できるゲームを開催した。令和５年度についてもプール遊

びはできないと判断し、うちわ作成や、小学校でアスレチックを使って遊ぶことを２日に分け

て予定している。予算額 24万円まで使う必要はないと判断し、必要な経費のみ交付申請してい

る状況である。 

【会 長】予算は 24万円で計画していたが、申請があったのは６万７千円という理解でよいか。 

【事務局】はい。 

【委 員】全団体の説明を聞いて、補助金使途説明書は補助金が何に使われているのか、目的を達成して

いるかということを見ると思うのだが、その使途について委員がおかしいなど言うことはでき

ないし、目的どおり使用しているということで今日の会議は進行したと思う。一般的に見ると

補助事業の決算を見ているので、補助金使途説明書のような様式での報告をするのであれば、

もう少し詳しい説明を加えた方が委員の皆様は理解しやすいと結果的に思った。 

【委 員】補助金使途説明書を見て他委員からの指摘があったように、全体の額と補助対象額の位置づけ
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が分かりづらいと質問があったが、各団体は事業費を予算化する時に補助対象になるものとな

らないものを分けて予算書を作られている団体は少ないと認識している。なので、まず補助対

象の事業費と全体の事業費の額の説明があったうえで、今年度の事業費全体での予定金額が前

年度の決算額と近い金額になると思うので、それぞれの金額の説明があった方が審議しやすい

のではないか。 

先程の事業の説明でもあったコロナの影響で開催することができなかったり、屋外の１日限り

のイベントが雨で開催できなかったりで、開催規模が半減となり、補助金の執行金額が前年度

より減ってしまうこともありえるかと思う。そういった場合は、去年は少ない補助金額で済ん

でいるのだから今年度はそこまでの金額が必要でないだろうという議論になってしまうと間違

った議論になってしまうので、総額の中で補助金の使途はこのようになっているという説明が

あれば議論しやすいのではないか。補助金申請時に補助金として認められる領収書しか添付し

ていないと思うので、審議しやすい資料作りを事務局にも頑張ってもらえると、委員の審議も

確実なものにできると思うのでよろしくお願いしたい。 

【会 長】補助金は岸和田障害児のためのサマースクール実行委員会の補助金使途説明書の令和４年度の

決算のような形で、補助対象額に対して何に使ったかをきっちり分けていて収入と支出が０円

であるというのが多くの場合だと思う。なので、このままであれば 24万円の補助金を交付して

も他の収入と一緒になってしまって分かりづらくなってしまうので、事務局で様式の改正をお

願いしたいと思う。 

 

(2) 岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案）について 

非公開案件のため、議事録も非公開とする。 

 



令和５年度 第１回岸和田市生涯学習審議会 
 

と き  令和５年７月 11日（火）午後４時から 

ところ 市役所 新館 ４階 第２委員会室  

 

《 次 第 》 

１ 開 会 
 

２ 委嘱状の交付（新委員のみ） 

 

３ 案件 

(1) 社会教育関係団体運営補助金について 

 

  (2)  岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案）について 

    

４ 閉会   

 

 

 

【配付資料】 
別紙１ 令和５年度岸和田市生涯学習審議会委員名簿 

別紙２ 社会教育法（抜粋）  

別紙３ 令和４年度及び５年度補助金使途説明書 ➡会議終了後回収します 

別紙４ 令和５年度事業計画書（７団体） 

別紙５ 岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案）にかかる質問・意見書の回答 

    ➡会議終了後回収します 

                            

【お持ちいただいている資料】 

  ・岸和田市社会教育関係団体一覧（７団体） 

  ・岸和田市立公民館及び青少年会館再編基本方針 

  ・岸和田市立公民館及び青少年会館再編基本方針【概要版】 

  ・岸和田市立公民館及び青少年会館再編第１期実施計画（案）➡会議終了後回収します 



 

 別紙２  

社会教育法（抜粋） 

 

（社会教育の定義） 

第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）又は就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十

七号）に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対

して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）をいう。 

 

第三章 社会教育関係団体 

（社会教育関係団体の定義） 

第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない

団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 

（文部科学大臣及び教育委員会との関係） 

第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的

技術的指導又は助言を与えることができる。 

２ 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関

する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。 

（国及び地方公共団体との関係） 

第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統

制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。 

（審議会等への諮問） 

第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あ

らかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十

号）第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、

地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場合

には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議

会その他の合議制の機関）の意見を聴いて行わなければならない。 

（報告） 

第十四条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研

究のために必要な報告を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和５年度 岸和田市ＰＴＡ協議会事業計画（案） 

 

本会主催事業 

月 日 行 事 名 主 な 内 容 

4 22 
新旧合同役員会 引継ぎ及び総会の準備 

5 12 

5 19 市ＰＴＡ総会 役員選出、決算及び事業報告、予算及び事業計画等の審議 

未定 ＰＴＡ研修会  ＰＴＡ会員向けの研修 

7月～11月 三行詩コンクール 
市内学校園より作品を募集し、役員会にて選定 

入賞者には賞状と副賞を贈呈 

11～12月 市内一斉清掃活動 各単位ＰＴＡにて実施 

未定 市ＰＴＡ大会 単位 PTA 交流会 

4～3月 子どもの安全見守り事業 子どもの安全見まもり隊、「こども 110 番」運動 

4～3月 
子どもの安全見まもり活

動を支援する募金 

子どもの登下校の安全見まもり活動を行ってくださ

る方へベストや旗などをお渡し、活動を支援するため

の募金活動 

 

市ＰＴＡだより発行 

月 日 広 報 紙 名 主 な 内 容 

7 下旬 市ＰＴＡだより 94号 新役員紹介、新年度事業計画、役員連絡会 等 

３ 上旬 市ＰＴＡだより 95号 市ＰＴＡ行事、三行詩作品 等 

 

参加行事 

月 日 行  事  名 主 な 内 容 会場等 

6 2 泉南地区ＰＴＡ協議会総会 新協議員選出 等 泉佐野市 

6 17 大阪府ＰＴＡ協議会総会 新役員選出 等 未定 

8 
25 

26 

日本ＰＴＡ全国研究大会 

「広島大会」 
記念講演、全体会、分科会 広島県 

12 1 
日本ＰＴＡ近畿ブロック 

研究大会「京都市大会 
記念講演、全体会、分科会 京都市 

12 22 
泉佐野市 PTA研究大会・ 

泉南地区 PTA講演会 
記念講演 

エブノ泉の森大

ホール 

1 8 岸和田市成人式 成人式運営応援 南海浪切ホール 

1 20 大阪府ＰＴＡ研究大会 表彰、記念講演、発表 未定 

 

1

0012239
テキストボックス
１　岸和田市ＰＴＡ協議会

0012239
テキストボックス
別紙　４



令和５年度月別事業計画（案） 

 

月 主 催 行 事 関 連 行 事 

４ 

～ 

８ 

・総会 

・危険箇所事故防止及び環境整備活動 

・青指協だより「赤しゃつ」発行 

・夜店、盆踊りにおいての巡視活動 

・夏期校区別研修会 

・夏期校区別研修報告会 

・夏休み期間の街頭指導 

・府青指協総会 

・泉南ブロック青指協総会 

・青少年非行問題に取組む全国強調月間 

・泉南ブロック青指協定例会 

・違法屋外広告物除去活動 

 

９ 

～  

12 

 

・祭礼巡視本部 

・市内各所詰所設置 

・祭礼街頭指導 

・冬休み期間の街頭指導 

・年末夜警街頭指導 

 

・府青指協研修会 

・違法屋外広告物除去活動 

・春木川・轟川一斉清掃 

・津田川一斉清掃 

・市民スポーツカーニバル協力 

・青指協泉南ブロック定例会 

・青少年健全育成強調月間 

・府青少年健全育成研究集会 

・青指協泉南ブロック研修会 

１

～  

３ 

・戎祭礼街頭指導 

・環境整備活動 

・冬期研修会 

・青指協だより「赤しゃつ」発行 

・指導員交流会 

・春休み期間の街頭指導 

・府青指協講演会交流会 

・泉州国際市民マラソン協力 

・青指協泉南ブロック定例会 

・春木川・轟川一斉清掃 

・津田川一斉清掃 

◎ 協議会運営委員会は原則として毎月 1回開催する。 

◎ 校区青少年指導員会は定期的に開催し、各種行事の実施並びに啓発活動を行う。 

◎ 青少年指導員は定期的に校区内の街頭指導のため巡視を行う。 

◎ 青指協泉南ブロック関連行事に参加する（実施月未定） 

2

0012239
テキストボックス
２　岸和田市青少年指導員協議会



月 市こ連主催事業 泉こ連主催事業 府こ連主催事業 近子連主催事業 全子連主催事業

総会

夏季スポーツ大会抽選会

5 こども会議 泉こ連総会

6
育成者学習交流会・こども交歓会
60周年記念事業「工作」

泉こ連育成指導者
情報交換会

7
夏季スポーツ大会
  （ソフトボール）

8

9
泉こ連こども親善交歓
大会
（グラウンドゴルフ）

10

11 60周年記念式典
府こ連育成者研修
会

全国子ども会育成
中央会議･研究大会

12
近畿地区こども会
育成研究協議会

卓球審判講習ルール説明会

冬季スポーツ大会 組合せ抽選会

冬季スポーツ大会  （卓球）

こども会大会

令和5年度　事業計画（案）

1

4

◎その他
　市民スポーツカーニバルにて60周年記念競技を実施、成人式、泉州国際市民マラソンへ参加協力
　市こ連役員会・校区委員会、市こ協役員会を適時開催

府こ連表彰式

2
府こ連スポーツ大
会
（ドッヂビー）

3

0012239
テキストボックス
３　岸和田市こども会育成連絡協議会



4

0012239
テキストボックス
４-１　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト第４団）

0012239
テキストボックス



5

0012239
テキストボックス
４-２　日本ボーイスカウト岸和田育成会（ボーイスカウト第５団）

0012239
テキストボックス



6

0012239
テキストボックス
５　ガールスカウト大阪府第78団



7

0012239
テキストボックス
6　岸和田市障害者学級しゃぼんだま



8

0012239
テキストボックス
7　岸和田市障害児のためのサマースクール



岸和田市社会教育関係団体一覧

団体名 1．岸和田市ＰＴＡ協議会

事業概要 R4 事業実施内容 R4補助事業の効果
R4

交付実績額

Ｒ5交付申請額

(Ｒ5市予算額)
構成人数

　市立各学校園ＰＴＡが相互

に連携し、協力しあい、ＰＴＡの

健全な発展を図るとともに、教育

の振興と園児・児童・生徒の健

全育成に努めることを目的として

いる。

・子どもの安全確保（見まもり等）事業

・市内一斉清掃活動

・PTA研修会

・広報紙「市PTAだより」発行

・三行詩コンクール（市内学校園より作品を

募集し、役員会にて選定。入賞者に賞状と

副賞を贈呈。）

　大阪府PTA 協議会、泉南地区PTA協議会等、

関係各団体等が主催する会議・研修会に参加する

ことにより、連携・相互協力することができる。市PTA

だよりを発行することによって、PTA活動の周知・啓発

の促進、各研修会内容の伝達などができる。

「子どもの安全見まもり隊」の支援や「こども110番運

動」事業の充実をはかる。

240,000円
240,000円

（240,000円）

Ｒ５　16名

※幼小中高を総括

団体名 ２．岸和田市青少年指導員協議会

事業概要 R4 事業実施内容 R4補助事業の効果
R4

交付実績額

Ｒ５交付申請額

(Ｒ5市予算額)
構成人数

　各小学校区青少年指導員相

互の連絡協調を図り、また青少

年指導に関する諸問題の研究協

議を行い、もって地域における青

少年健全育成活動を円滑かつ、

効果的に推進することを目的とし

ている。

・危険箇所事故防止用看板・痴漢注意喚

起啓発看板設置

・地域パトロール、夜店パトロール

・地域美化清掃

・青指協だより「赤しゃつ」発行

　次代を担う青少年の主体性や社会性を育む、健

全育成に向けた活動ができる。また、青指協の活動

及び行事について、各単位町全戸配布にて報告、

PRをすることにより、地域の大人が、より青少年の育

成に関心を持つことに繫がる。

640,000円
640,000円

（640,000円）

Ｒ5　435名

（委嘱）

団体名 ３．岸和田市こども会育成連絡協議会

事業概要 Ｒ4事業実施内容 R4補助事業の効果
R4

交付実績額

Ｒ5交付申請額

(Ｒ5市予算額)
構成人数

　こども会育成に関する諸問題に

ついて研究し、育成者及び指導

者相互の連絡、協調を密にすると

ともに、自主的な活動、実践を通

してこども会の発展を図ることを目

的としている。

・夏季スポーツ大会

・冬季スポーツ大会

・広報紙「市こ連だより」発行

・成人式協力

・青少年育成連絡会出席

　校区こども会または単位こども会間の交流の推

進、連携の強化、育成者の養成、活動の場の確保

や整備、他団体との友好関係の推進等に取り組む

ことで、地域の大人がより一層子どもの育成に関心

を持ち、遊びや触れ合いを通して、主体性や社会性

を身につけた子どもの育成に繋がっている。

322,000円
340,000円

（340,000円）

Ｒ5　24名

※市内小学校区を総括



団体名 4．日本ボーイスカウト岸和田育成会

事業概要 R4 事業実施内容 R4補助事業の効果
R4

交付実績額

Ｒ5交付申請額

(Ｒ5市予算額)
構成人数

　自立心のある健全な青少年の

育成を目的とした世界的な運動

であり、心身ともにバランスのとれ

た人格の形成をめざしている。

・岸城神社ほか清掃奉仕

・岸和田市内ハイキング

・里山整備　等

　団役員、リーダー共にボランティアで活動している

が、野外活動やレクリエーション事業等、団体活動

資金全般に補助金を使用し、社会教育団体として

成果ある活動が行うことができる。 120,000円
120,000円

（120,000円）

（第4団）

Ｒ5 　34名

（第5団）

Ｒ5  19名

団体名 5．ガールスカウト大阪府第78団

事業概要 R4 事業実施内容 R4補助事業の効果
R4

交付実績額

Ｒ5交付申請額

(Ｒ5市予算額)
構成人数

　「やくそく」「おきて」を基本とし、

少女の社会教育をなすため、少

女たちの健全な心身発達に寄与

する事業やガールスカウト運動の

啓発と健全な育成を図るための

事業を行っている。

・岸城神社清掃

・里山体験

・ワールドシンキングデイ　等

  少女と若い女性がリーダーシップを発揮する機会を

多く提供できる活動プログラムを企画・実践する。少

子化の中、小学校、幼稚園、保育所にもチラシを配

布し、本活動に関心を持ってもらえるよう隊研修会を

設ける。

120,000円
120,000円

（120,000円）
Ｒ5　45名



団体名 6．岸和田市障害者学級しゃぼんだま

事業概要 R4 事業実施内容 R4補助事業の効果
R4

交付実績額

Ｒ5交付申請額

(Ｒ5市予算額)
構成人数

　生涯学習の一環として、会員

が様々な活動を通じて仲間づくり

や社会参加や自己表現などを行

うことを目的としている。

　平成17年度からは社会教育

関係団体へと移行し、自主的に

学習運営する「岸和田市障害者

学級しゃぼんだま」となり、活動を

支援をしている。

・たけのこ掘り

・映画鑑賞

・カヌー体験

・芋掘り

・クリスマスコンサート

・みかん狩り

・料理教室

・防災センター見学

　障がい者は帰宅後や休日などは孤独になっている

場合が多く、親も高齢化する中でますます一人で過

ごすことが増える傾向にある。地域社会の中で多くの

人達と関わり、「生きる力」を学ぶ場として活動してい

る。コンサートでは、プロのミュージシャンの方とのコラボ

レーションを行っている。これらの活動を通じて、障がい

者のみならず地域の人々の生涯学習の場としてこれ

からも必要な繋がりの場を創り出していくことができ

る。

350,000円
350,000円

（350,000円）
Ｒ5　63名

団体名 7．岸和田障害児のためのサマースクール実行委員会

事業概要 R4 事業実施内容 R4補助事業の効果
R4

交付実績額

Ｒ5交付申請額

(Ｒ5市予算額)
構成人数

　夏休み中、家に閉じこもりがち

な障害児に、活動の場を提供し、

ボランティア活動を通して障害児と

の関わりを持つことにより、障害児

に対する理解を深め、地域の教

育活動の一つとして、幅広い市民

に障害児教育についての関心を

高めることを目指している。

歌やマジック、ゲーム等のパフォーマンスを観

て、子どもたちも参加できる客席参加型ステー

ジを開催（8月5日）

  障害児に活動の場を提供する。

(新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、ボラン

ティア募集は行わない。)

71,410円
67,000円

（240,000円）

Ｒ5　　10名

募集　２0名




